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鱚
本
稿
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
任
意
後
見
と
法
定
後
見
の
競
合
に
関

す
る
一
つ
の
先
例
で
あ
る
、
ユ
ー
イ
ン
グ
の
財
産

対

ブ
ラ
イ
ア
ン
事

凛竹

〔国
い
↓
＞
↓
∪
〇
「
日通
ｑ
ＨＺ
Ｏ
く
。
ω
”
く
＞
Ｚ
・
∞
∞ω
∽
。
メ
Ｐ
Ｎ
Ｏ
ｕ卜
ｕ

（〓
９
＞
窮
）。
■
・
口

８
Ｒ
こ

の
全
訳
で
あ
る
。

現
在
、
日
本
に
お
い
て
新
た
な
成
年
後
見
法
制
の
整
備
が
そ
の
仕
上

げ
の
段
階
を
迎
え
て
い
る
が
、
任
意
後
見
と
法
定
後
見
の
競
合
の
問
題

（こ
の
問
題
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
議
論
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
任
意
後
見
制
度
―
―
日
本
法
へ
の
示
唆
を
求
め

「ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
任
意
後
見
と
法
定
後
見
の
競
合
に
関
す
る
一

士心　　
尋側

武
　
訳

て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト

一
一
四

一
号

（
一
九
九
八

・
九

・
一
五
）
六
二
頁
本

文
と
そ
の
註
を
参
照
）
は
残
さ
れ
た
難
題
の
一
つ
で
あ
る
と
い
っ
て
も

過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
本
翻
訳
は
、
比
較
法
的
な
意
味

で
の
資
料
と
し
て
の
存
在
意
義
を
有
す
る
と
考
え
る
。

な
お
、
日
本
法
へ
の
示
唆
を
得
る
た
め
の
本
判
決
の
分
析
な
ら
び
に

任
意
後
見
と
法
定
後
見
の
競
合
に
関
す
る
こ
の
他
の
で
き
る
だ
け
多
く

の
ア
メ
リ
カ
の
判
決
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
私
の
研
究
課
題
と

し
た
い
。

つ
の
判
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓
一五

「ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
任
意
後
見
と
法
定
後
見
の
競
合
に
関
す
る
一
つ
の
判
例

―
―
ユ
ー
イ
ン
グ
の
財
産

対

ブ
ラ
イ
ア
ン
事
件

〔∪
ｏ
日
＞
弓
Ｕ
Ｏ
「
Ｕ
Ｊ
月
Ｚ
の
く
・
”
”
く
＞
Ｚ
・

∞
∞
”

の
し
ヨ
。「Ｎ
Ｏ

釧
卜
釧

（
ソ
自
Ｏ
ｔ
′
Ｕ
り
・ョコ
♂
日
）・Ｈ
Ｏ
Ｏ
卜
）
〕
」
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ユ
ー
イ
ン
グ
の
財
産

対

プ
ラ
イ
ア
ン
事
件

〔国
∽
↓
＞
↓
国
０
「
Ｕ
Ｊ
呂
Ｚ
Ｏ
く
。
”
”
く
＞
Ｚ
ヽ

∞田

∽
ζ
戸
８

ｏふ

（〓
９
＞
喜
Ｌ
Ｓ
∪
二
８
卜こ

ミ
ズ
ー
リ
ー
州
控
訴
裁
判
所
、
西
部
地
区
、　
一
九
九
四
年
九
月

一
三
日

ア
ン
ｏ
ブ
ラ
イ
ア
ン

（後
見
人
か
つ
財
産
管
理
人
、
上
訴
人
）
の
訴
訟

代
理
人
　
　
　
　
　
・

ケ
エ
ス
・
オ
ウ
・
マ
ッ
ク
ー
チ
ャ
ン
・
ジ
ュ
ニ
ア

（ウ
ル
ジ

エ
ン
ド

ヤ
ー
ガ
ー
法
律
事
務
所

［在
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
∪

リ
ー
ラ
ン
ド

・
ク
ー
ン
ス

（被
上
訴
人
）
の
訴
訟
代
理
人

ス
ー
ザ
ン
・
フ
オ
ー
ド

・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
、
マ
ー
ヴ
ィ
ン
・
イ
ー

・

ラ
イ
ト
、
一゙ア
イ
ブ
ィ
ド
・ダ
ブ
リ
ュ
ー
・ウ
オ
ー
カ
ー
（ナ
イ
ト
、
フ
ォ
ー

ド
、
ラ
イ
ト
、
ア
ト
ウ
ィ
ル

エ
ン
ド

ベ
イ
カ
ー
法
律
事
務
所
二
在
コ

ロ
ン
ビ
ア
∪

担
当
裁
判
官

ス
マ
ー
ト
裁
判
長
、
ケ
ネ
デ
ィ
ー
裁
判
官
、
ウ
ル
リ
ヒ
裁
判
官

一　
一二
二ハ

ウ
ル
リ
ヒ
裁
判
官

ア
ン
・
ブ
ラ
イ
ア
ン
は
、
父
の
財
産
の
財
産
管
理
人
と
後
見
人
に
自

分
を
選
任
す
る
こ
と
を
取
り
消
す
、
コ
ウ
ル
郡
巡
回
裁
判
所
遺
産
管
理

部
の
決
定
を
不
服
と
し
て
上
訴
に
及
ん
で
い
る
。
ブ
ラ
イ
ア
ン
夫
人
は

事
実
審
裁
判
所
は
次
の
二
点
に
お
い
て
誤
り
を
犯
し
て
い
る
と
主
張
す

る
。
①
彼
女
を
ジ
ョ
ン
・
テ
イ
ー

・
ユ
ー
イ
ン
グ
の
後
見
人
と
か
れ
の

財
産
の
財
産
管
理
人
に
選
任
す
る

一
九
九
二
年

一
月
七
日
の
判
決
を
取

り
消
し
た
こ
と
。
被
上
訴
人
の
申
立
て
及
び
判
決
を
取
り
消
す
裁
判
所

の
決
定
は
、
規
則
第
七
五

・
〇

一
条
の
時
機
を
失
し
て
い
た
こ
と
を
そ

の
理
由
と
す
る
。
０
後
見
と
財
産
管
理
を
終
了
さ
せ
た
こ
と
。

ユ
ー
イ
ン
グ
氏
は
九

一
才
で
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
を
患

っ
て
い
る
。

か
れ
の
財
産
に
お
け
る
唯

一
の
資
産
は
ジ
ョ
ン
・
テ
イ
ー

・
ユ
ー
イ
ン

グ
撤
回
可
能
信
託
で
あ
る
。
か
れ
の
妻
の
甥
で
あ
る
リ
ー
ラ
ン
ド
・ク
ー

ン
ス
は
、　
一
九
九

一
年
に
作
成
さ
れ
た
継
続
的
委
任
状

貧
ｃ
『３
げ

り
ｏ
■
ｏ
、
Ｒ

”
諄
ｏ
日
０し

に
よ
っ
て
、
ユ
ー
イ
ン
グ
氏
の
任
意
後
見
人

↑
，

①
詳
けＲ
お
く
Ｆ
」Ｒ
け）
と
ジ
ョ
ン
・
テ
イ
ー

・
ユ
ー
イ
ン
グ
撤
回

可
能
信
託
の
受
託
者
に
選
任
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
継
続
的
委
任
状
に

よ
っ
て
、
リ
ー
ラ
ン
ド

・
ク
ー
ン
ス
に
は
、
ジ
ョ
ン
¨
テ
イ
ー

・
ユ
ー

イ
ン
グ
撤
回
可
能
信
託
を
撤
回
す
る
権
限
と
ユ
ー
イ
ン
グ
氏
の
後
見
人



を
指
名
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ク
ー
ン
ス
氏
は
ュ
ー
イ
ン
グ

氏
の
身
上
監
護

曾
①
Ｌ

，
ｏ
鶴
こ

に
つ
い
て
特
定
の
権
限
を
授
与
す
る

一
九
八
九
年
に
作
成
さ
れ
た
継
続
的
委
任
状
も
所
持
し
て
い
る
。

上
訴
人
の
ブ
ラ
イ
ア
ン
は
、　
一
九
九
二
年
九
月
二
〇
日
に
、
自
分
の

父
の
後
見
人
と
父
の
財
産
の
財
産
管
理
人
に
選
任
さ
れ
る
こ
と
を
求
め

る
申
立
て
を
提
起
し
た
。
ユ
ー
イ
ン
グ
氏
に
は
訴
訟
の
た
め
の
後
見
人

舎
岩
ミ
０
い”
●
”
０
中い８
日
）
が
選
任
さ
れ
、

「
九
九
二
年

一
二
月
二
二
日

に
審
理
が
行
わ
れ
た
。
裁
判
所
は
、
ユ
ー
イ
ン
グ
氏
が
完
全
に
無
能
力

で
障
害
を
負

っ
て
い
る
者

（ど
一ぞ

〓
ｏ
”
ｕ
Ｒ

Ｓ̈
一の
０

営
０

色
８
げ
【の
０

罵
あ
ｏ
じ

で
あ
る
こ
と
を
認
め
、　
一
九
九

一
年
に
作
成
さ
れ
た
継
続
的

委
任
状
に
鑑
み
て
後
見
人
と
財
産
管
理
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
適
正
で

あ
る
こ
と
に
つ
き
非
公
式
な
意
見
書

（Ｂ
①８
８
”
●
ヽ
じ

を
提
出
す
る
よ

う
に
要
求
し
た
。

一
九
九
二
年

一
月
七
日
に
裁
判
所
は
、
ブ
ラ
イ
ア
ン
夫
人
を
父
の
後

見
人
と
父
の
財
産
の
財
産
管
理
人
に
選
任
し
た
。　
一
九
九
二
年
六
月

一

一
日
、
ク
ー
ン
ス
氏
は

「後
見
及
び
財
産
管
理
終
了
の
申
立
て
、
並
び

に
選
択
的
に
、
後
見
人
及
び
財
産
管
理
人
選
任
取
消
の
申
立
て
」
を
提

起
し
た
。
ブ
ラ
イ
ア
ン
夫
人
は

一
九
九
二
年
七
月

一
三
日
に
被
上
訴
人

の
申
立
て
却
下
の
申
立
て
に
よ
っ
て
こ
れ
に
応
じ
た
。

「ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
任
意
後
見
と
法
定
後
見
の
競
合
に
関
す
る
一

一
九
九
二
年
九
月
八
日
の
審
理
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
０
身
上
監

護
に
関
す
る
事
柄
に
つ
い
て
特
定
の
権
限
を
授
与
す
る

一
九
八
九
年
に

作
成
さ
れ
た
継
続
的
委
任
状
は
ブ
ラ
イ
ア
ン
夫
人
の
選
任
の
時
点
に
お

い
て
発
見
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
②
ュ
ー
イ
ン
グ
氏
の
利
益
は

一

九
八
九
年
に
作
成
さ
れ
た
継
続
的
委
任
状
に
よ
っ
て

「十
分
に
保
護
」

さ
れ
て
い
た
こ
と
、
０
こ
の
継
続
的
委
任
状
は
、
利
害
関
係
人
が
後
見

人
及
び
財
産
管
理
人
と
し
て
職
務
を
行
う
各
々
の
適
格
性
に
つ
き
、
証

拠
を
提
出
す
る
こ
と
を
制
限
し
て
い
た
が
、
こ
の
制
限
は
不
当
で
あ
る

こ
と
、
に
つ
い
て
特
に
言
及
し
た
。

事
実
審
裁
判
所
は
、
ブ
ラ
イ
ア
ン
夫
人
を
後
見
人
と
財
産
管
理
人
に

選
任
す
る

一足
九
二
年

一
月
七
日
の
当
該
裁
判
所
の
決
定
は
訴
訟
手
続

に
違
背
が
あ
り
、
ユ
ー
イ
ン
グ
氏
は
無
能
力
で
障
害
を
有
す
る
も
の
の
、

後
見
人
と
財
産
管
理
人
を
選
任
す
る
こ
と
は
必
要
で
も
な
く
、
ユ
ー
イ

ン
グ
氏
の
最
善
の
利
益
に
か
な
う
も
の
で
も
な
い
、
と
判
示
し
た
。
仮

に
そ
う
で
な
く
て
、　
一（撃
九
二
年

一
月
七
日
の
決
定
が
事
後
的
攻
撃
を

受
け
な
い
有
効
な
最
終
決
定
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
と
し
て
も
、
後
見

及
び
財
産
管
理
は
も
は
や
必
要
で
も
な
く
ユ
ー
イ
ン
グ
氏
の
最
善
の
利

益
に
か
な
う
も
の
で
も
な
い
の
で
終
了
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と

裁
判
所
は
判
示
し
た
。

つ
の
判
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓
一七
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こ
の
事
実
審
裁
判
所
の
判
決
は
維
持
さ
れ
る
。

上
訴
の
第

一
点
と
し
、
規
則
第
七
五

・
〇

一
条
の
も
と
で
事
実
審
裁

判
所
に
は
、
ブ
ラ
イ
ア
ン
夫
人
を
後
見
人
と
財
産
管
理
人
に
選
任
す
る

一
九
九
二
年

一
月
七
日
の
判
決
を
取
り
消
す
権
限
が
な
か
っ
た
、
と
ブ

ラ
イ
ア
ン
夫
人
は
主
張
す
る
。

規
則
第
七
五

・
〇

一
条
は
、
判
決
は
そ
れ
が
下
さ
れ
て
か
ら
三
〇
日

後
に
確
定
し
、
そ
の
後
、
事
実
審
裁
判
所
に
よ
っ
て
取
り
消
さ
れ
、
再

び
審
理
さ
れ
、
訂
正
さ
れ
、
修
正
さ
れ
、
変
更
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、

と
い
う

一
般
的
規
則
を
規
定
し
て
い
る
。
ク
ー
ン
ス
氏
は
、
ブ
ラ
イ
ア

ン
夫
人
の
権
限
を
終
了
さ
せ
る
申
立
て
を

一
九
九
二
年

一
月
七
日
に
判

決
が
下
さ
れ
た
五
ケ
月
後
の
一
九
九
二
年
六
月

一
一
日
に
提
起
し
た
の

で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
規
則
第
七
五

ｏ
Ｏ

一
条
は
、
遺
産
管
理
部
裁
判
官

が
そ
れ
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
命
じ
る
特
定
の
場
合
を
除
い
て
は
、
遺
産

管
理
手
続
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
規
則
第
四

一
・
〇

一
（ｂ
）条
。
本
件

の
裁
判
官
は
そ
の
よ
う
な
指
示
を
行
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
規

則
七
五

・
〇

一
は
適
用
さ
れ
な
い
。

一
三
八

遺
産
管
理
に
関
す
る
最
終
判
決
は
、
手
続
違
背
を
理
由
と
す
る
判
決

取
消
の
申
立
て
に
お
い
て
攻
撃
さ
れ
う
る
。
ボ
ト
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
の
関

係
に
お
け
る
州

対

ダ
ン
ダ
ラ
ン
ド
事
件

［９
”
け
①
ｘ
お
【・
ω
“
【一
ヨ
〓

く
。
日）”
●
Ｏ
Ｃ
『“
●
０
・
ヾ
∞い
∽
・
司
く
。
Ｎ無
９
卜
『
・
釧卜
０
（フ
ｎＯ
・
び
”
●
Ｏ
Ｈ００
ｏ）］。
　
一

九
八
六
年
ミ
ズ
ー
リ
州
現
行
制
定
法
集

（”
∽
〓
ｏ
３
８
）
第
五

一
一
・

二
五
〇
条
に
よ
れ
ば
、
「
い
か
な
る
正
式
記
録
裁
判
所
に
お
け
る
判
決

も
、
当
該
申
立
て
が
判
決
の
下
さ
れ
た
開
廷
期
後
三
年
以
内
に
な
さ
れ

る
の
で
な
け
れ
ば
、
申
立
て
に
よ
り
手
続
違
背
を
理
由
と
し
て
取
り
消

さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
の
で
あ
る
。
規
則
第
七
四

・
〇
六
（ｂ
）条

は
大
部
分
の
民
事
訴
訟
に
お
い
て
第
五

一
一
・
二
五
〇
条
に
代

っ
て
適

用
さ
れ
る
が
、
遺
産
管
理
に
関
す
る
訴
訟
手
続
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

規
則
第
四

一
・
〇

一
条
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
五

一
一
■
一五
〇
条
は
、

手
続
違
背
を
理
由
と
し
て
最
終
判
決
を
取
り
消
す
た
め
の
救
済
方
法
と

し
て
依
然
と
し
て
利
用
で
き
る
の
で
あ
る
。
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
事
件

（ω
”
こ
■
【Ｆ
認
ａ
ｐ
■
・
Ｎヽ

諄

Ｒ
３
。
手
続
違
背
を
理
由
と
し
て
取

り
消
し
を
求
め
る
ク
ー
ン
ス
氏
の
申
立
て
は
十
分
に
第
五

一
一
・
二
五

〇
条
の
三
年
の
期
間
制
限
内
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

当
該
判
決
自
体
又
は
そ
れ
に
先
立
つ
訴
訟
手
続
の
形
式
に
お
い
て
何

ら
か
の
手
続
違
背
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
事
件
に
お
い
て



の
み
、
手
続
違
背
を
理
由
と
し
て
判
決
の
取
り
消
し
を
求
め
る
申
立
て

が
認
め
ら
れ
る
。
キ
ボ
ン
ズ

対

ュ
ニ
オ
ン
電
気
会
社
事
件
［因
豊
ｇ
鵬

く
。
Ｃ
●
いｏ
い
国
】①

，
Ｏ
ｏ
。
一
Ｎ
ω
∽
・
．Ｊ
Ｐ
Ｎ
Ｏ
卜
∞
Ｐ
ヽ
ｏ
ｏ
（ぞ
Ｈｏ
・
ぴ
”
●
ｏ
Ｈ０
０
Ｎ
』
。

手
続
違
背
判
決
の
取
り
消
し
を
求
め
る
申
立
て
に
い
う

「手
続
違
背
」

と
は
、
「何
ら
か
の
規
定
さ
れ
た
規
則
や
訴
訟
手
続
の
方
式
に

一
致
し
な

い
こ
と
で
あ
り
、
訴
訟
の
適
正
か
つ
秩
序
立

っ
た
運
営
に
と

っ
て
必
要

な
こ
と
を
し
な
い
か
、
必
要
な
こ
と
を
時
宜
を
得
ず
、
不
適
切
な
方
法

で
す
る
こ
と
に
み
ら
れ
る
、
と
い
え
よ
う
」
。
キ
ボ
ン
ズ
事
件

（バ
テ

げ
Ｏ
●
Ｐ
∞
Ｎ
∞
∽
・
ｄ
く
。
Ｎ
Ｏ
“
け
卜
０
０
）
。

後
見
人
を
選
任
す
る
権
利
は
純
粋
に
制
定
法
上
の
権
利
で
あ
る
。
し

た
が

っ
て
、
裁
判
所
が
後
見
人
選
任
権
を
行
使
す
る
場
合
に
は
、
制
定

法
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ド
ウ
サ
ッ
ジ
の
財
産
に
関
す
る

事
件

［Ｆ

お

″
け”
け

Ｒ

∪
ｏ

，
”
”
ｐ
Ｓ
ヽ
９

■
・
い
０
褐
Ｐ
Ｓ
∞
（〓
９

＞
り

，

３
鶏
）］
（デ

ュ
ガ
ン
に
関
す
る
事
件

［Ｆ

お

∪
龍
「”
Ｐ

８
ｏ
∽

ヨ
。
Ｎ
Ｏ
Ｈ
３
・
日あ

（〓
９

＞
づ
や

８
瑠
こ

を
引
用
し
て
い
る
）
。

後
見
人
な
い
し
は
財
産
管
理
人
の
選
任
を
求
め
る
申
立
て
が
提
起
さ

れ
た
場
合
に
は
、　
一
九
八
六
年
ミ
ズ
ー
リ
州
現
行
制
定
法
集

（”
∽
〓
ｏ

８
器
）
第
四
七
五

・
〇
七
五
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
第
四
七
五

・

〇
七
五
条
は
、　
一
定
の
訴
訟
手
続
に
従
う
な
ら
ば
、
裁
判
所
は
後
見
人

「ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
任
意
後
見
と
法
定
後
見
の
競
合
に
関
す
る
一

又
は
財
産
管
理
人
、
あ
る
い
は
そ
の
両
方
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
一
定
の
訴
訟
手
続
の
中
に
は
、
審
理

曾
①
ミ
‐

い品
）
の
要
件
が
含
ま
れ
て
い
る
。
第
四
七
五

・
〇
七
五

ｏ
一
条
。

ク
リ
ス
ト
に
関
す
る
事
件

［Ｆ
お

ｏ
『いβ

認
Ｎ
ｐ
ョ
』
Ｑ
認
メ
〓
ｏ

（〓
９
＞
づ
つ
８
鴫
こ

は
、
事
実
審
裁
判
所
は
、
正
式
事
実
審
理
を
経
な

い
で
審
理
を
中
止
し
、
選
任
の
正
し
さ
を
確
か
め
う
る
の
に
十
分
な
記

録
を
残
さ
ず
に
後
見
人
と
財
産
管
理
人
を
選
任
し
た
場
合
に
は
、
そ
の

裁
量
権
を
濫
用
し
た
こ
と
に
な
る
と
判
示
し
て
い
る
。

本
件
に
お
い
て
は
、
事
実
審
裁
判
所
は
、
ブ
ラ
イ
ア
ン
夫
人
と
ク
ー

ン
ス
氏
に
、
継
続
的
委
任
状
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
後
見

人
と
財
産
管
理
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
適
正
で
あ
る
か
裁
判
所
が
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
非
公
式
な
法
的
意
見
書
（日
の日
Ｒ
ｐ
●
鮎
“
魚

ご
１
）
を
提
出
す
る
よ
う
に
要
求
し
た
「
し
か
し
、
裁
判
所
は
、
誰
が
後

見
人
と
財
産
管
理
人
に
選
任
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
当
事
者
に
審
理

の
機
会
を
与
え
る
こ
と
な
く
選
任
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
事
実
審
裁
判

所
は
、
そ
れ
自
身
の
証
拠
許
容
に
よ
り
、
第
四
七
五

・
〇
七
五

ｏ
一
条

が
規
定
す
る
訴
訟
手
続
に
従
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

・
当
該
裁
判
所
が
、
ブ
ラ
イ
ア
ン
夫
人
を
後
見
人
と
財
産
管
理
人
に
選
任

す
る
一
九
九
二
年

一
月
七
日
の
判
決
を
取
り
消
し
た
の
は
、
正
当
で
あ

つ
の
判
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓
一九
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２
つ
。第

一
点
は
否
定
さ
れ
る
。

ブ
ラ
イ
ア
ン
夫
人
は
上
訴
の
第
二
点
と
し
て
、
事
実
審
裁
判
所
は

ジ
ョ
ン
・
テ
イ
ー

・
ユ
ー
イ
ン
グ
の
後
見
と
財
産
管
理
を
終
了
さ
せ
た

こ
と
に
お
い
て
誤
り
を
犯
し
た
、
と
主
張
す
る
。
彼
女
は
、
任
意
後
見

人
が
彼
女
の
父
に
利
益
を
与
え
る
信
託
の
受
託
者
を
兼
ね
て
い
る
か

ら
、
財
産
管
理
人
が
い
な
け
れ
ば
、
任
意
後
見
人
が
信
託
財
産
の
支
出

に
つ
き
説
明
責
任
を
負
う

Ｃ
８
ｏ
ｃ
詳
”
げ
【９
人
が
誰
も
い
な
い
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
点
に
つ
い
て
懸
念
を
表
明
し
た
。

一
九
九
二
年
ミ
ズ
ー
リ
州
現
行
制
定
法
集
補
遺

（”
∽
〓
ｏ
　
∽
」
●
フ

８
８
）
第
四
七
五

ｏ
Ｏ
五
〇
条
は
、
文
言
上
、
後
見
人
な
い
し
は
財
産

管
理
人
の
選
任
に
つ
き
裁
判
官
に
広
汎
な
裁
量
を
与
え
て
い
る
よ
う
に

み
え
る
が
、
第
四
七
五

・
〇
五
〇
条
は
制
定
法
上
の
選
任
に
関
す
る
序

列

曾
一①喘“
『８
じ

を
創
設
し
て
い
る
。
カ
ウ
チ

対

カ
ウ
チ
事
件

［Ｏ
ｏ
磐
邸
Ｆ
く
。
Ｏ
ｏ
Ｓ
障
ｒ
∞
Ｎ卜
∽
・
ダ
＞
Ｎ０
０
Ｐ
ヽ
ｏ
金
≦
９
＞
も
づ
。
円Ｏ
Ｏ
じ
］。

第
四
七
五

・
〇
五
〇

・
一
条
の
関
連
部
分
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１
、
無
能
力
者
の
後
見
人

（鴨
【ミ
鮎
い“
い

ｏ
』
”
●

〓
０
”
ｕ
“
ｏ
】ご
け①
０

一
四
〇

窮
あ
ｏ
じ
又
は
障
害
者
の
財
産
管
理
人
（８
お
①
域
“
けＲ

ｏ
」
“
０
い８
σ
】①
Ｑ

づ
①
『８
こ
と
し
て
、
他
の
自
然
人
、
組
織
、
法
人
を
選
任
す
る
前
に
、
裁

判
所
は
職
務
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
厭
わ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
以
下

の
者
を
選
任
す
る
こ
と
の
相
当
性
に
つ
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。０

　
審
理
の
時
点
に
お
い
て
無
能
力
者
や
障
害
者
が
合
理
的
な
選
択

を
し
て
、
そ
れ
を
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
無
能
力
者
や

障
害
者
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
い
適
格
者
な
い
し
は
、
財
産
の
み
に
つ

い
て
は
、
適
格
の
組
織
や
法
人
。

②
　
無
能
力
や
障
害
の
開
始
以
前
に
、
合
理
的
な
選
択
を
し
て
、
そ

れ
を
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
、
審
理
の
前
の
五
年
以
内
の
時
点
で
、

無
能
力
者
や
障
害
者
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
継
続
的
委
任
状
な
い
し
は

無
能
力
者
や
障
害
者
及
び
そ
の
依
頼
に
よ
っ
て
署
名
し
た
二
人
の
証
人

の
署
名
が
あ
る
書
面
の
証
書
に
お
い
て
指
名
さ
れ
た
、
適
格
者
な
い
し

は
、
財
産
の
み
に
つ
い
て
は
、
適
格
の
組
織
や
法
人
。

③
　
無
能
力
者
や
障
害
者
の
配
偶
者
、
親
、
成
年
の
子
、
成
年
の
兄

弟
姉
妹
、
そ
の
他
の
成
年
の
近
親
者
、
及
び
、
当
該
配
偶
者
や
親
族
に

よ
っ
て
審
理
の
前
の
五
年
以
内
に
作
成
さ
れ
た
適
正
に
検
認
を
受
け
た

遺
言
で
指
名
さ
れ
た
、
適
格
者
な
い
し
は
、
財
産
の
み
に
つ
い
て
は
、



適
格
の
組
織
や
法
人
。

一
九
八
三
年
の
後
見
法
改
正
以
前
に
は
、
無
能
力
宣
告
を
受
け
た
者

に
対
す
る
後
見
人
の
選
任
に
つ
い
て
制
定
法
上
の
優
先
順
位
は
存
在
し

て

い
な

か
っ
た
。
バ
ー
ン

対

シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
事
件

冒
「
お

く
。

∽
多
●
①
【８
『ヽ
∞
８

∽
ヨ
・
ピ

Ｏ
Ｓ
し
さ

（〓
９
＞
ｏ
や
８
８
と
。
無
能
力

者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
何
で
あ
っ
た
の
か
を
推
測
し
よ
う
と
す
る
と

き
に
は
（同
判
例
集
九
四
〇
頁
）、
ミ
ズ
ー
リ
州
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
「記

録
に
よ
っ
て
、
家
族
内
の
不
和
、
親
族
と
無
能
力
者
の
間
の
利
益
対
立
、

当
該
親
族
の
事
務
処
理
能
力
の
欠
如
、
又
は
見
ず
知
ら
ず
の
他
人
の
方

が
最
も
無
能
力
者
の
利
益
と
な
る
で
あ
ろ
う
そ
の
他
の
理
由
が
明
ら
か

に
な
る
の
で
な
い
限
り
は
、
見
ず
知
ら
ず
の
他
人
よ
り
も
」
親
族
の
ほ

う
を
選
ぶ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ル
ー
ツ

対

，
―
ド
事
件
［”
ｏ
簿
リ
メ

”
０い０
し
３

∽
ョ
』
ヽ
ｏ♪
瑠

（〓
９
＞
づ
や
じ
ミ
と
。
第
四
七
五

・
〇
五

〇

・
一
０
条
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
制
定
法
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
無
能

力
者
の
後
見
人
と
障
害
者
の
財
産
管
理
人
に
親
族
を
選
任
す
る
こ
と
を

一
定
の
制
限
の
下
に
優
先
す
る
も
の
で
あ
る
。
バ
ー
ン
事
件

（ω
「
●
ｐ

∞ｏ
∞
∽
Ｊ
Ｐ
Ｎ
Ｏ
“
一
〇
卜ｅ
。

し
か
し
な
が
ら
、
第
四
七
五

・
〇
五
〇

・
一
０
条
は
、
第
四
七
五

・

〇
五
〇

・
一
０
条
と
第
四
七
五

・
〇
五
〇

・
一
②
条
に
劣
後
す
る
。
ワ

「ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
任
意
後
見
と
法
定
後
見
の
競
合
に
関
す
る
一

イ
ズ

イ

ン
ガ

ー

に
関

す

る
事

件

［Ｆ

お

■

２
協
ゴ
四
ｏ
Ｆ

記

ｏ
∽

ョ

ζ

Ｑ

卜８
・
卜
圏

（〓
９
＞
り

，

３
８
こ
。
そ
の
結
果
、
無
能
力
者
な
い
し
は
障

害
者
が
能
力
が
あ
る
時
点
で
任
意
後
見
人

（“
一けＲ

，
①く
〓
貯
ｏ
じ

に
指

名
し
た
適
格
者
が
い
れ
ば
、
そ
の
者
は
、
審
理
の
時
点
に
お
い
て
無
能

力
者
な
い
し
は
障
害
者
自
身
が
能
力
を
有
し
て
お
り
、
合
理
的
な
選
択

結
果
を
指
名
で
き
る
場
合
を
除
い
て
は
、
た
と
え
ば
成
年
の
子
な
ど
の

親
族
に
優
先
す
る
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
事
実
審
裁
判
所
は
後
見
と
財
産
管
理
を
、
「②
何
ら
か
の

他
の
理
由
で
後
見
な
い
し
は
財
産
管
理
が
も
は
や
必
要
で
は
な
く
な
っ

た
場
合
に
は
、
後
見
な
い
し
は
財
産
管
理
は
、
裁
判
所
が
要
求
し
う
る

通
知
を
し
た
後
に
、
裁
判
所
の
決
定
に
よ
っ
て
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
規
定
し
て
い
る
、　
一
九
九
二
年
ミ
ズ
ー
リ
州
現
行
制
定
法
集

補
遺

（”
∽
〓
ｏ
∽
饉
づ
や
８
８
）
第
四
七
五

・
〇
八
三

・
二
０
条
に
よ
っ

て
終
了
さ
せ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
九
九
二
年
ミ
ズ
ー
リ
州
現
行
制
定
法
集
補
遺

（”
∽
〓
ｏ
　
∽
Ｌ
ｏ
や

３
８
）
第
四
七
五

・
〇
五
〇
条
の
制
定
法
上
の
優
先
順
位
の
下
で
は
、

裁
判
所
は
、
後
見
人
な
い
し
は
財
産
管
理
人
を
選
任
す
る
と
き
に
は
、

無
能
力
者
な
い
し
は
障
害
者
が
能
力
を
有
す
る
時
点
で
作
成
し
た
継
続

的
委
任
状
に
お
い
て
指
名
さ
れ
て
い
る
適
格
者
の
相
当
性
を
第

一
に
検

つ
の
判
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

一
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討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ク
ー
ン
ス
氏
は
ユ
ー
イ
ン
グ
氏
に
よ
っ
て

一
九
八
九
年
に
有
効
に
作
成
さ
れ
た
継
続
的
委
任
状
に
お
い
て
任
意
後

見
人
に
指
名
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
書
に
よ
っ
て
、
ク
ー
ン
ス
氏
は
、

ユ
ー
イ
ン
グ
氏
の
健
康

・
福
祉

・
財
産
状
態
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
決
定

を
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ク
ー
ン
ス
氏
は
、　
一
九
九

一
年
に
ユ
ー
イ
ン
グ
氏
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
継
続
的
委
任
状
に
よ
っ

て
、
信
託
合
意
書
を
作
成
し
、
修
正
し
、
撒
回
す
る
権
限
な
ら
び
に
ユ
ー

イ
ン
グ
氏
に
代

っ
て
後
見
人
な
い
し
は
財
産
管
理
人
を
指
名
す
る
権
限

を
特
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ク
ー
ン
ス
氏
は
、　
一
九
九
二
年

一
二
月
四

日
に
撤
回
可
能
信
託
を
実
行
し
、
当
該
信
託
に
ユ
ー
イ
ン
グ
氏
の
全
て

の
不
動
産
及
び
動
産
を
譲
渡
し
た
。
さ
ら
に
、
ク
ー
ン
ス
氏
は
当
該
信

託
、
す
な
わ
ち
ジ
ョ
ン
・
テ
ィ
ｌ

ｏ
ユ
ー
イ
ン
グ
撤
回
可
能
信
託
の
受

託
者
に
自
分
自
身
を
任
命
し
た
。

ユ
ー
イ
ン
グ
氏
の
全
て
の
財
産
は
信
託
に
譲
渡
さ
れ
て
お
り
、
ク
ー

ン
ス
氏
が
身
上
監
護
事
項
に
つ
い
て
の
継
続
的
委
任
状
を
保
持
し
て
い

る
の
で
、
事
実
審
裁
判
所
は
、
財
産
管
理
人
が
ユ
ー
イ
ン
グ
氏
の
事
務

を
か
れ
の
障
害
時
に
管
理
し
、
後
見
人
が
ユ
ー
イ
ン
グ
氏
の
世
話
を
か

れ
の
無
能
力
時
に
行
う
必
要
は
何
ら
存
在
し
な
い
、
と
判
断
し
た
の

だ
っ
た
。

一
四
二

財
産
管
理
の
主
要
な
目
的
は
、
「身
体
上
な
い
し
は
精
神
上
の
何
ら
か

の
特
定
の
状
態
に
よ
っ
て
、
自
分
の
財
産
的
資
源
を
管
理
す
る
能
力
を

欠
く
程
度
ま
で
、
情
報
を
受
け
取
っ
た
り
、
評
価
し
た
り
、
決
定
を
伝

達
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
人
に
財
産
上
の
援
助
を
提
供
す
る

こ
と
で
あ
る
。　
一
九
八
六
年
ミ
ズ
ー
リ
州
現
行
制
定
法
集

第
∽
〓
ｏ

８
８
）
第
四
七
五

・
〇
六

一
・
一
条
。

「

・
受
認
者
と
し
て
の
能
力

（』いＯ
Ｌ
Ｏ
【Ｒ
Ч
Ｏ
“
り

，
ｏ
いこ
と

と
い
う
言
葉

は
、
ブ
ラ
ッ
ク
法
律
用
語
辞
典

（第
五
版
）
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
定

義
さ
れ
て
い
る
。
「人
は
、
そ
の
行
う
取
引
行
為
や
そ
の
取
り
扱
う
お
金

や
財
産
が
、自
分
自
身
の
物
で
も
自
分
自
身
の
利
益
の
た
め
で
も
な
く
、

一
方
で
は
大
き
，な
信
任

↑
ｏ
ユ
一ヽ
①●
８
）
と
信
頼

↑
ご
∽ｃ

を
、
他
方

で
は
高
度
の
誠
実
さ
Ｃ
８
０
貯
】，
）
を
、
伴
い
か
つ
そ
れ
を
必
要
と
し

て
い
る
関
係
に
自
分
が
立
っ
て
い
る
、
他
人
の
利
益
の
た
め
で
あ
る
場

合
に
、
『受
認
者
と
し
て
の
能
力
』
に
お
い
て
行
動
し
て
い
る
と
か
、
『受

認
者
と
し
て
の
能
力
』
に
お
い
て
、
お
金
を
受
け
取
っ
た
り
、
借
金
を

こ
し
ら
え
た
り
し
て
い
る
と
か
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、

狭
義
の
信
託
や
明
示
信
託
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
弁
護
士

↑
一けｏ
日
①Ч
鉾

●
１
）、
後
見
人
、
遺
言
執
行
者
、
仲
立
人
、
会
社
の

取
締
役
、
公
務
員
の
よ
う
な
職
務
や
関
係
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
」
。



ク
ー
ン
ス
氏
と
ュ
ー
イ
ン
グ
氏
の
関
係
は
、
ク
ー
ン
ス
氏
の
任
意
後

見
人
と
し
て
の
能
力
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
か
れ
の
ジ
ョ
ン
・テ
イ
ｌ
ｏ

ユ
ー
イ
ン
グ
撤
回
可
能
信
託
の
受
託
者
と
し
て
の
能
力
に
お
い
て
も
、

信
認
関
係

（識
０
●
ｏ
】賀
Ч
お
【”
［ざ
房
〓
し

が
成
立
す
る
た
め
の
全
て
の

要
件
を
満
た
し
て
い
る
。
「
こ
の
信
認
関
係
か
ら
、
い
く
つ
か
の
法
的
帰

結
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。我
々
の
立
場
か
ら
見
て
最
も
重
要
な
も
の
は
、

受
益
者
の
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
に
つ
い
て
説
明
す
る
受
認
者
の
義
務

で
あ
る
」。
ゼ
ル
チ
対
ア
ー
ン
マ
イ
ヤ
ー
事
件
て
ｏ
【ｏ，
メ
＞
口
お
８
ｑ
①い

い
掲

”
ヨ
。
Ｓ

卜
円

（〓
９
＞
０
フ
８
懇
』
。

フ
イ
ズ
ィ
ン
ガ
ー
事
件

（ヨ
Ｑ
協
ゴ
鴨のが
記
ｏ
り
■
・
Ｎ
Ｏ
誅

お
じ

で
は
、
被
保
護
者
の
妻
で
あ
る
、
お
ば
に
よ
っ
て
被
保
護
者
の
生
存
期

間
中
、
被
保
護
者
の
利
益
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
信
託
の
受
託
者
で
あ

り
残
余
権
者
で
も
あ
る
と
い
う
財
産
管
理
人
の
置
か
れ
た
立
場
に
よ
っ

て
、
財
産
管
理
人
の
利
益
と
被
保
護
者
の
利
益
と
の
間
に
対
立
が
存
在

し
て
い
た
。
裁
判
所
は
、
事
実
審
裁
判
所
の
選
任
を
取
り
消
す
に
あ
っ

た
っ
て
、
第
四
七
五
・〇
五
〇
条
の
選
任
に
関
す
る
序
列
曾
】Ｑ
鶴
ｏＦ
じ

に
従
っ
て
、
親
族
で
は
な
い
者
を
選
任
し
、
財
産
管
理
人
と
し
て
の
役

割
と
受
託
者
と
残
余
権
者
と
し
て
の
役
割
と
の
間
で
財
産
管
理
人
が
板

挟
み
に
な
っ
て
い
た
対
立
を
解
消
し
た
の
だ
っ
た
。
フ
イ
ズ
ィ
ン
ガ
ー

「ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
任
意
後
見
と
法
定
後
見
の
競
合
に
関
す
る
一

事
件
の
裁
判
所
は
そ
の
傍
論

（ヨ
①
いのの【記
①い
記
ｏ
９
■
』
ヽ
洋
お
９

に
お
い
て
、
事
実
審
裁
判
所
は
障
害
者
の
選
択
に
絶
対
的
に
拘
束
さ
れ

る
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
被
保
護
者
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
者
を
選

任
す
る
こ
と
の
相
当
性
を
そ
の
他
の
者
の
検
討
に
進
む
前
に
ま
ず
検
討

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。　
一
九

九
二
年
ミ
ズ
ー
リ
州
現
行
制
定
法
集
補
遺

（刃
∽
〓
ｏ
∽
‘
づ
や
８
滉
）
第

四
七
五

・
〇
五
〇

・
二
条
を
参
照
。

被
保
護
者
が
ど
の
よ
う
な
選
択
を
し
た
の
か
推
測
し
よ
う
と
す
る
と

き
に
は
、
事
実
審
裁
判
所
は
第
四
七
五

・
〇
五
Ｏ

ｏ
一
条
の
条
文
構
造

に
注
目
す
る
。
第
四
七
五

・
〇
五
〇

・
一
②
条
は
ク
ー
ン
ス
氏
を
選
択

し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ク
ー
ン
ス
氏
は
ュ
ー
イ
ツ
グ

氏
に
よ
っ
て
有
効
に
作
成
さ
れ
た
委
任
状

Ｃ
ｏ
ｌ
９
２
”
簿
Ｒ
い
①じ

を

所
持
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
本
件
に
お
い
て
制
定
法
上
の
優
先

順
位
に
従
う
と
し
た
ら
、
受
託
者
、
任
意
後
見
人
、
後
見
人
及
び
財
産

管
理
人
の
各
々
の
義
務
が

一
人
の
人
間
に
存
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ

の
結
果
、
ク
ー
ン
ス
氏
は
受
認
者
が
受
益
者
の
事
務
を
処
理
す
る
こ
と

に
つ
い
て
説
明
す
る
義
務
を
履
行
す
る
際
に
、
自
分
自
身
以
外
の
誰
に

も
報
告
を
し
な
く
て
よ
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ブ
ラ
イ
ア
ン
夫
人
は
、
自
分
が
後
見
人
と
財
産
管
理
人
と
し
て
選
任

つ
の
判
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三



法
政
研
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三
巻
二
号

（
一
九
九
八
年
）

さ
れ
る
よ
う
に
求
め
る
動
機
に
は
、
父
の
財
産
が
適
切
に
管
理
さ
れ
て

い
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
き
懸
念
が
あ
っ
た
と
い
う
側
面
が
あ
る
と
主

張
し
て
い
る
。
ミ
ズ
ー
リ
州
現
行
制
定
法
集
（卿
∽
〓
ｅ
の
第
四
〇
四
章

は
継
続
的
委
任
状
に
関
す
る
章
で
あ
る
。　
一
九
九
二
年
ミ
ズ
ー
リ
州
現

行
制
定
法
集
補
遺

（”
∽
〓
ｏ
∽
●
り
や
８
認
）
第
四
〇
四

・
七

一
四
０
条

は
、
継
続
的
委
任
状
の
下
で
行
動
す
る
任
意
後
見
人
側
に
対
し
て
、
本

人
の
利
益
の
た
め
に
行
動
し
、
か
つ
任
意
後
見
人
が
そ
の
よ
う
に
行
動

す
る
能
力
を
損
な
う
利
益
相
反
を
回
避
す
る
、義
務
を
創
設
し
て
い
る
。

一
九
九
三
年
ミ
ズ
ー
リ
州
現
行
制
定
法
集
補
遺
（”
∽
〓
ｏ
∽
‘
づ
フ
８
温
）

第
四
〇
四

・
七
三

一
。
一
条
は
、
巡
回
裁
判
所
の
遺
産
管
理
部
は

「障

害
を
負
っ
て
い
る
か
、
無
能
力
で
あ
る
か
ヽ
死
亡
し
て
し
ま
っ
た
本
人

に
代
っ
て
、
委
任
状
の
下
で
な
さ
れ
る
任
意
後
見
人
の
行
為
と
取
引
に

関
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
柄
を
審
理
し
決
定
す
る
」管
轄
権
を
有
し
て
い
る
、

と
述
べ
て
い
る
。

一
九
九
二
年
ミ
ズ
ー
リ
州
現
行
制
定
法
集
補
遺

（”
∽
〓
ｏ
∽
口
ｏ
や
８
認
）
第
四
〇
四

・
七
三

一
・
三
条
は
、
遺
産
管
理

部
は
す
で
に
任
意
後
見
人
を
選
任
し
て
い
る
者
に
対
し
て
さ
え
財
産
管

理
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
、
裁
判
所
が
財
産
管
理
人
の
一
定
の
権

限
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
宣
言
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
四
〇

四
章
は
、
本
人
の
財
産
を
任
意
後
見
人
が
管
理
す
る
こ
と
を
審
査
す
る

一
四
四

た
め
の
規
定
も
用
意
し
て
い
る
。　
一
九
九
三
年
ミ
ズ
ー
リ
州
現
行
制
定

法
集
補
遺

（卿
∽
〓
ｏ
∽
」
づ
や
３
８
）
第
四
〇
四

・
七
二
七

・
一
条
は
、

部
分
的
に
、
「も
し
本
人
が
、
障
害
を
負

っ
て
い
た
り
、
無
能
力
で
あ
っ

た
り
、
死
亡
し
て
い
た
り
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
職
務
に
つ
い
て
説
明

を
求
め
る
申
立
て
は
、
本
人
の
法
定
代
理
人
、
本
人
の
成
人
の
家
族
、

あ
る
い
は
、
い
か
な
る
者
で
も
本
人
の
福
祉
に
関
心
を
も
つ
者
か
ら
提

起
さ
れ
う
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ク
ー
ン
ス
氏
が
ュ
ー

イ
ン
グ
氏
の
事
柄
に
関
す
る
記
録
を
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
ユ
ー
イ
ン
グ

氏
の
代
理
人
に
選
任
さ
れ
た
訴
訟
の
た
め
の
後
見
人
が
証
言
す
る
よ
う

に
、
非
の
打
ち
所
な
く
取
り
扱

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
大
義
名
分
が
申
立
て
の
提
起
を
促
す
な
ら
ば
、
任
意
後
見
人

に
対
し
て
本
人
の
財
産
管
理
に
つ
き
遺
産
管
理
部
に
説
明
す
る
こ
と
を

強
制
で
き
る
制
定
法
上
の
規
定
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
手

続
を
開
始
さ
せ
る
当
事
者
適
格
は
、
制
定
法
に
よ
り
広
く
与
え
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

裁
判
所
が
審
理
し
た
事
件
が
再
審
理
さ
れ
る
と
い
う
の
は
そ
う
あ
る

こ
と
で
は
な
い
。
裁
判
所
が
審
理
し
た
事
件
は
、
そ
の
判
決
を
支
え
る

実
質
的
な
証
拠
が
何
も
な
い
場
合
、
そ
の
判
決
が
証
拠
の
重
さ
に
逆

ら
っ
て
い
る
場
合
、
あ
る
い
は
、
そ
の
判
決
が
誤
っ
て
法
を
宣
言
し
た
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